
JICA 環境社会配慮助言委員会 第 90 回全体会合 
2018 年 5 月 11 日（金）14:30～17:30 
JICA 市ヶ谷ビル 2 階 202AB 会議室 

議事次第 
 

1. 開会  
 

2. WG スケジュール確認 
 
3. ワーキンググループ会合報告および助言文書確定 
（1） ブータン国電力マスタープラン 2040 策定プロジェクト（開発計画調査型技術協力）

スコーピング案（4 月 16 日（月）） 
（2） バングラデシュ国マタバリ港開発事業（協力準備調査（有償））スコーピング案（4

月 20 日（金）） 
（3） ネパール国スルヤビナック・ドゥリケル道路改修計画（追加調査）（協力準備調査

（有償））ドラフトファイナルレポート（4 月 23 日（月）） 
（4） インド国トゥルガ揚水発電所建設事業（協力準備調査（有償））ドラフトファイナ

ルレポート（4 月 27 日（金）） 
 

4. 環境レビュー方針の報告 

（1） インド国トゥルガ揚水発電所建設事業（有償資金協力） 

 

5. モニタリング段階の報告 

（1） ミャンマー国ティラワ経済特別区（Zone B 区域フェーズ 1）開発事業 

 

6. その他 
 

7. 今後の会合スケジュール確認他 
・次回全体会合（第 91 回）：2018 年 6 月 4 日（月）14:30 から（於：JICA 本部） 
 

8. 閉会                                   
以上 
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協力準備調査 報告書ドラフトへの助言対応表 

 
 
国名：インド                 
案件名：インド国トゥルガ揚水発電所建設事業 
適用ガイドライン 
「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」(2010年4月公布) 

 
番号 助言委員会からの助言 助言対応結果 
1 既存のプルリア揚水発電所の工事中・操業時の正

負の影響を、特に負の影響に留意して整理し、FR
に記述すること。 

プルリア揚水発電所事業の最終評価報告書によ

れば、住民への聞き取を行ったところ、負の影響

として、工事中に工事現場の騒音やほこり、ダイ

ナマイト使用時の振動が気になったとの回答を

得ております。一方で、現在に至るまでの運用期

間中、雇用、道路、学校等のインフラ整備、リク

リエーション寄与などの正の影響がみられます。 
上記をFR11章に記載します。 

2 建設残土の廃棄予定場所における盛土の安定性

について、FRに記述すること。 
以下をFR11章に記載します。 
「該当地の条件に応じ必要に応じた高さ約１０

ｍごとの多段テラス造成などによる緩傾斜化・安

定化、擁壁設置や排水施設設置、捨土の転圧・締

固めなど施工状況の管理等を含む土捨計画を詳

細設計以降に策定する。建設上の安全性について

は、Forest Clearanceにおいて擁壁とテラスの安

定化を図りながら、崩落を防止する土捨計画の実

施が西ベンガル州森林局の監督の下で義務付け

られており、制度的にも技術的にも確保される。」 
3 アジアゾウの季節移動に伴う対応に関して提案

されているステークホルダー委員会の構成や任

務を明確化したうえで、FRに記述すること。 

ステークホルダー委員会の構成は、地域住民、

Block Development Officer（BDO）、District Forest 
Officer（DFO）、警察官、工事業者および

WBSEDCL を想定しており、住民と野生動物の

軋轢緩和（Mitigation of Man-Animal Conflict）を

司るDFOを議長（Chairman）に、地域開発の担

当官であるBDOを共同議長（Joint chairman）に
据え、WBSEDCL はオブザーバーとして参加す

る方針で検討中です。左記を基に審査にて協議し

た結果を、FRに記します。 
4 アジアゾウの生態や生息状況を地域レベルで把

握している研究者または専門家を、実施機関また

はステークホルダー委員会等の助言者とするよ

う、必要性を明記の上FRで提案すること。 

本事業が予定されているプルリア県もしくはそ

の周辺のアジアゾウの生態や生息状況に詳しい

研究者または専門家を、実施機関もしくは DFO
が設置するステークホルダー委員会の助言者と

するよう、FR に記載するとともに、実施機関に

提案します。 
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5 アジアゾウを含めた野生動物との接触被害や家

屋・農地への物理的被害を防ぐために Divisional 
Forest Officer（DFO：地域森林局）が地域住民に

周知している対策をRange Officer（森林官事務

所）から工事・運営関係者へ施工前に指導する際

に、同時にアジアゾウの希少種としての保全の重

要性も含めて説明するよう、FRに記述すること。 

以下をFR11章に記載します。 
「工事中は、工事関係者とアジアゾウの接触・物

理的被害を防ぐため、DFOが地域住民に周知して

いる対策を工事関係者にも周知する。その際は、

希少種であるアジアゾウの置かれた状況、保全の

ため必要な取組（アジアゾウに対するCommunity 
Based Managementの啓発・ 促進によって人間

との軋轢を防止し共存を図ること、 個体または

集団を可能な限り傷つけないこと、 生息地やコ

リドーの攪乱を回避すること 等）を説明する。」 
6 生態系への影響評価において、森林伐採による影

響についても検討し、FRに記述すること。 
FRの環境影響評価結果（Table 11.7-1およびTable 
11.7-2）における生態系の項に以下を記載いたし

ます。 
 
Deforestation accompanying construction works 
will likely affect mammals of Cercopithecidae and 
Felidae, and birds of Picidae and Strigidae 
inhabiting in the forest area. 
 
また、緩和策（Table 11.8-1およびTable 11.8-2）
における生態系の項にも以下を追記の上、EMP
にも反映いたします。 
 
New-created forest edge by construction works 
tends to dry out. Accordingly, local trees or shrub 
with lianas are to be considered as appropriate to 
plant along the forest edge as mantle or fringe 
vegetation in order not to degrade forest 
ecosystem. 

7 補償植林に関して、次の点を検討したうえで、FR
に記述すること。 

・ 植林が予定されている地理的な位置と

現在の状況 
・ 植樹が予定される樹種の選定方法 
・ 本プロジェクトの実施によって喪失す

る樹林地と新たに創出される補償植林

に対して想定される炭素吸収量の比較

検討 

補償植林予定地は非森林区域である公有地が選

定され、現在、西ベンガル州内の4地域26か所が

計画されています。これらの位置と現況、想定さ

れる樹種構成と植栽密度については、WBSEDCL 
を通じて森林局に確認中ですが、確認し次第FR
に記載いたします。また、補償植林が成林した際

の炭素吸収量と本事業によって喪失する樹林地

が有する現在の炭素吸収量を比較評価すること

を検討します。インド側から補償植林の詳細情報

が得られた場合にはその内容をFRに記述すると

ともに、推定値の信頼性（正確度と精度）を担保

できた場合にはその結果も合わせて記述するこ

ととします。また、インド側から詳細情報が得ら

れなかった場合にはその旨をFRに記載します。 
8 補償植林に関して、新たな植生が定着するのに、

年2回のモニタリングで十分か改めて検討し、そ

の結果をFRに記述すること。 

補償植林の想定される樹種構成は、現在

WBSEDCL を通じて森林局に確認中ですが、確

認し次第、樹種の生活史と事業サイトの気候カレ

ンダーを元にモニタリング回数と時期を再検討

し、FRに記載いたします。 
9 非正規に農耕活動を行っている住民に対し、

JICA ガイドラインに基づき、適切な補償を行う

旨、FRに記述すること。 

FR11 章の 11.13.4 本事業下の方針骨子に、以下

を記載します。 
「非林地のWBSEDCL 所有地で土取場候補とな
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っている土地は、Purulia 揚水発電所の旧土取場

であり、このうち Kudna 土取場では地域住民が

何年にもわたって非正規に農耕を行っている実

態が確認された。同地点で本事業下での土壌採取

が不可避となった場合、農耕地を喪失し生計への

影響が想定されることから、インド国内法及び

JICA ガイドライン・方針に基づき簡易用地取得

住民移転計画（以下「ARAP」）を作成する。ARAP
は地元言語に翻訳され、被影響住民及び関係者に

参考資料として公開される。」 
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インド共和国「トゥルガ揚水発電所建設事業」 
に係る環境レビュー方針 

 
 
1． 案件概要 
（１）事業概要 

①事業の目的：インド国西ベンガル州プルリア県において、揚水発電所を建設することにより、ピーク時需要へ
の対応及び電力系統の安定化を図り、もって同州及び地域系統内の電力品質の改善に寄与するも
の。 

 ②プロジェクトサイト/対象地域名：西ベンガル州プルリア郡 
③事業内容： 

1) 揚水発電所設備の建設（上池（87.1ha）、下池（49.0ha）、取水口、導水路、水圧管路、放水路、放
水口、発電所（出力 250MW×4 基）（地下）等） 

2) 資機材調達・据え付け 
3) 変電所の建設（基幹送電網接続用：400kV GIS 変電所） 
4) 送電設備の建設（発電所から変電所まで延長距離 1.7km の送電線・鉄塔） 
5) コンサルタント・サービス：有（詳細設計、入札補助、施工監理等） 

 
（２）事業実施体制 
① 借入人：インド大統領 
② 保証人：なし 
③ 事業実施機関／実施体制：西ベンガル州配電公社（West Bengal State Electricity Distribution Company Ltd.） 
④ 他機関との連携・役割分担：なし 
⑤ 運営／維持管理体制：WBSEDCL 

 
２. 環境社会配慮 

① カテゴリ分類：A 
② カテゴリ分類の根拠：本事業は、「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」（2010 年 4 月公布）に掲げ

る電力セクター及び影響を及ぼしやすい特性に該当するため。 
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１．全般事項 

確認済み事項 追加確認事項 
1) EIA 報告書及び環境許認可 
・本事業のEIA報告書の承認は対象国において義務付けられてお

り、実施機関が作成済。 
・Ministry of Environment, Forest and Climate Change (以下、

MoEFCC)が審査済み、2016 年 6 月に Prior Environmental 
Clearance（以下 EC）を発出済み。EC は 2018 年 5 月に取得さ

れる見込み。 

1) EIA 報告書及び環境許認可 
・EC が審査前に取得されていることを確認し、EC に付随する条

件を遵守する旨を WBSEDCL と合意する。 

2) 代替案検討 
・西ベンガル州内の揚水発電ポテンシャルの検討を経て、トゥル

ガが立地場所に選定された。 
・Draft Project Report（インド側 FS）では、下池、上池、取水工・

水路・地下発電所、送電線、土取り場・採石場・土捨て場につい

て、環境面、社会面も含めた代替案検討が行われている。 

2) 代替案検討 
・特になし 

3) ステークホルダー協議（SHM） 
・本事業における EIA 及び簡易 RAP に関するステークホルダー

協議は、地域代表者と WBSEDCL との協議は 2017 年 10 月、2018
年 2 月に実施済み。地域住民（ARAP 対象者含む）との協議は 2017
年 11 月（96 名、うち地元住民 74 名、女性は 58 名）と 2018 年

2 月（121 名、うち地元住民 97 名、女性は 73 名）の二回。それ

ぞれ、上池がある Ajodhya Gram Panchayat と、下池のある

Baghmundi Panchayat の 2 か所で実施された。 
・指定カースト、指定部族を含む全カーストを対象に呼びかけ、

Panchayat Office に集まってもらいグループインタビュー方式で

実施された。 
・事業に対する反対は確認されていない。 

3) SHM 
・特になし 

4) 環境管理計画（EMP）・環境モニタリング計画（EMoP） 
・EIA 報告書案の中に、EMP 及び EMoP が作成されている。 

4) EMP、EMoP 
・EMP, EMoP 及びその実施体制、予算、スケジュールを

WBSEDCL と合意する。 
 

5) モニタリング 
・MoEFCC 審査済みの EIA では工事中は大気質、水質、土壌、騒

音・振動、廃棄物、生態系、代替植林等のモニタリングが計画さ

れている。 
・工事中は四半期毎、供用後は半年毎 2 年間、JICA にモニタリ

ング結果が報告される予定。 
 

5) モニタリング 
・JICA へ提出するモニタリングフォームについて、左記の通り

WBSEDCL と合意する。 
・モニタリング結果を現地で公開すること、及び JICA ホームペ

ージで公開することを WBSBEDCL と合意する。 

6) 情報公開 
・住民を含むステークホルダーに対しては、Public Hearing の前

に EIA 概要が公開済み。また、希望があれば EIA 全文が州公害管

理局ホームページで公開される。 
・簡易 RAP を審査までにベンガリ語に翻訳し、District Office で

公開する。 

6) 情報公開 
・EC が発出され次第、JICA ホームページで EIA, EC を公開する。 
 
 

 
 
２．汚染対策 

確認済み事項 追加確認事項 
1） 水質 
・本事業の取水はトゥルガ川から行う。トゥルガ川は、現状、堰

き止められて灌漑用水、飲料水に利用されている。 
・本事業の上池は新設され、下池は既存の灌漑用の池を改修して

建設される。供用後は、引き続き、下池の水は灌漑用水、飲料水

にも利用される計画。 
・工事中は工事サイトや労働者キャンプからの排水、掘削工事に

伴う濁りの発生が予想される。 
・供用後、上池と下池を水が循環する過程で、二つの池の高低差

により水生生物に影響が生じた場合、水の濁りが発生する。また、

1） 水質 
・工事サイトや労働者キャンプからの排水について、油や化学物

質の除去等の適切な排水処理を行った上で、排水基準を満たして

トゥルガ川に排水されることを WBSEDCL と合意する。 
・供用後の水の濁りを回避するための緩和策、生活排水の処理

（Septic tank）の実施について WBSEDCL と合意する。 
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生活排水が発生する。 

2） 大気質 
・揚水式発電方式では、上下の貯水池間で大量の水の汲み上げと

落下が連日繰り返され、この水の移動に伴って分子状の酸素が貯

水池に供給され、また、貯水池内が静水状態にある時間はごくわ

ずかであることから、メタン菌がメタンを合成する嫌気環境が発

達する可能性は低いと推測される。 

2） 大気質 
・特になし 

3） 廃棄物 
・地下発電所や管路の建設等のため、掘削土が約 3.2 百万 m3

発

生、膨張率を 25%、約 4 百万 m3
の半分を埋戻しに使用するとし、

廃棄予定の残土は 2 百万 m3
と推定されている。汚染土は周辺の

土地利用履歴から想定されない。 
・残土の廃棄場所は、発電所周辺の林地及びプルリア揚水発電所

の土取り場跡（プルリア発電所建設事業に対する EC は取得済み）

の窪地。転圧なしで 20m の盛土をするとしても 2 百万 m3
の廃棄

に必要な面積（133,700m2
）が確保されている。 

・工事に伴う廃棄物、労働者キャンプから発生する生活廃棄物に

対して、Waste Management Plan が作成され、実施される。 

3） 廃棄物 
・建設残土の廃棄予定場所における盛土の安定性について確認

する。【助言２】 

4） 土壌汚染 
・工事車両、重機からの油漏れ 
・工事車両、重機の定期的なメンテナンス、油等の適切な回収、

保管が行われる。 

4） 土壌汚染 
・特になし 

5） 騒音・振動 
・工事中は、工事車両・土木作業等による騒音・振動の影響が予

測されるため、土取場や採石場を居住エリアから遠い場所を選択

する等の緩和策が取られる。 
 
・供用時は特段、影響は想定されない。 

5） 騒音・振動 
・既存のプルリア揚水発電所事業の最終評価報告書によれば、住

民への聞き取を行ったところ、負の影響として、工事中に工事現

場の騒音やほこり、ダイナマイト使用時の振動が気になったとの

回答が得られたため、その影響に留意することを WBSEDCL と合

意する。【助言 1】 
 
 
３．自然環境 

確認済み事項 追加確認事項 
1) 保護区 
・事業対象地は国立公園・保護区には該当しない。 

1) 保護区 
・特になし。 

2) 生態系 
・既存 EIA において、事業対象地では哺乳類 25 種、鳥類 86 種（絶

滅危惧種なし）、魚類 17 種（絶滅危惧種なし）が確認されてい

る（一部は地域住民による目撃情報のみ）。 
・アジアゾウは現地調査にて痕跡が確認されたため、生息の実態

を把握するため追加調査を実施。その結果、生息痕は事業地及び

周辺で複数確認された。 
・地域住民ならびに Purulia 県森林管理官（District Forest 
Officer:DFO）へのヒアリングを実施したところ、アジアゾウはコ

メの収穫期に事業地に現れるが、一年を通じて事業地に生息して

いるわけではなく、個体もしくは小規模な群れが季節的に食料を

求めて事業地を訪れていると考えられる。影響は重大ではなく、

B 評価が付されている。 
・コントラクターは District Forest Officer (DFO)が推奨している

方法（松明の一種や、クラッカー）を用いて、アジアゾウを彼ら

のコリドーに誘導すること、またアジアゾウの目撃記録は DFO
に報告することを合意済み。 
【植物】 
・241ha の林地（Forest area, 国有地）の伐採・改変を伴う。 
・林地の非林地への転換には、Forest Clearance が必要であり、

FC 発出の条件として改変面積と同面積の代替植林が求められ

る。 

2) 生態系 
・アジアゾウの季節移動に伴う対応に関して提案されているス

テークホルダー委員会の構成や任務を明確化し、実施機関と合意

する。【助言 3】 
・本事業が予定されているプルリア県もしくはその周辺のアジ

アゾウの生態や生息状況に詳しい研究者または専門家を、実施機

関もしくは DFO が設置するステークホルダー委員会の助言者と

するよう、実施機関に提案する。【助言 4】 
・希少種であるアジアゾウの置かれた状況、保全のため必要な取

組を DFO に説明してもらうことを実施機関と合意する【助言 5】 
・森林伐採により、同地域に生息する Cercopithecidae 、Felidae、
Picidae、Strigidae に環境影響があり得るため、緩和策を確認し、

WBSEDCL と合意する。【助言 6】 
・補償植林予定地にて想定される樹種構成と植栽密度について

WBSEDCL を通じて森林局に確認した上で、伐採地と植林地にお

ける炭素吸収量の比較を FR に記載する。【助言 7】 
・補償植林の樹種構成を確認した上で、樹種の生活史と事業サイ

トの気候カレンダーを元にモニタリング回数と時期を再検討し

FR に記載する【助言 8】 
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・代替植林地について、WBSEDCL が西ベンガル州政府に非林地

かつ政府用地で、代替植林地として利用可能なポイントの選定を

依頼し、各地の DFO がサイト調査を通じて代替植林地としての

適切性を確認の上、西ベンガル州内の 4 地域 26 か所を選定済み。 
・先行するプルリア揚水発電所事業では、代替植林用樹種の選

定、植林や生育管理、モニタリング等は各地の DFO が行い、

WBSEDCL は選定樹種の種苗や苗木、育苗のための費用を負担し

た。本事業でも同様のスキームが用いられる。 
 
 
 
 
４．社会環境 

確認済み事項 追加確認事項 
1) 住民移転及び用地取得 
・必要な用地は揚水発電の約 292ha, 送電線の ROW に約 7.82ha 
合計 299.82ha 
【所有区分別】 

241ha 林地（Forest Land、国有地） 
43ha 非林地（9.55 ha、WBSEDCL 所有）、灌漑用

水池（Department of Irrigation and Waterways
が所有） 

約 15ha 私有地（リース） 
 
・土取り場として利用される可能性がある WBSEDCL 所有地

（9.55 ha）では、2018 年現在、5 世帯（25 人）が耕作をおこな

っており、長年 WBSEDCL も黙認していることが、JICA 調査団

により確認されている。このため、当該 5 世帯を対象に ARAP を

作成済み。 

1) 住民移転及び用地取得 
・9.55ha を土取り場利用することにより、彼らの生計に影響が及

ぶ場合は、ARAP に沿って作物補償と生計回復支援を行うことを

改めて WBSEDCL と合意する。【助言 9】 

2) 補償方針 
・ARAP の作物補償は、市場価格の 2 倍の値に 20％の手当（作業

賃相当）を追加した金額で補償する。 

2) 補償方針 
・特になし。 

3) 住民協議 
・１.３）ステークホルダー協議（SHM）と同様。 

3) 住民協議 
・特になし 

4) 生活・生計 
・農耕地の喪失による生計への影響が想定される。 
・ARAP で Industrial Training Institute の職業訓練プログラムの受

講費用の奨学金や、農業局が実施する農民向けプログラムが予定

されている。費用は WBSEDCL が負担する。 
 

4) 生活・生計 
・特になし 

5) 少数民族・先住民族 
・事業予定地周辺には、Santhal と呼ばれる指定部族（Scheduled 
Tribe, 以下 ST）が住んでおり、林地に入って非木材資源を採集

している。 
・Santhal について事業予定地周辺の他の住民との明確な相違点

は確認されず、OP4.10 の先住民族の 4 つの各要件には該当しな

い。 

5) 少数民族・先住民族 
・特になし。 

6) 社会的弱者・ジェンダー 
・本事業地域に居住する Santhal は貧困層であり、その他の貧困

層とともに社会的弱者に該当する。 
・本事業のため改変される森林地の情報は、村民集会を通じて事

前に公開された上で、Block Development Office 等の現地踏査を

経て、事業対象地に Forest Right Act に基づく居住や独占的利用

の権利がないことが確認された。また、村民集会において事業に

対する No objection の決議が行われた。 

6) 社会的弱者・ジェンダー 
・特になし。 
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確認済み事項 追加確認事項 
・WBSEDCL は Local Community Development Plan を事業コン

ポーネントに含めて実施する予定。小学校の新設・改修やコミュ

ニティトイレの設置等、周辺地域の村に裨益する内容。 

7) 文化遺産 
・下池建設地点に Ram Mandir というヒンズー教礼拝所がある。

また、近隣には Vaishno Devi Mandir という別の寺院がある。 
・Ram Mandir について、同礼拝所の僧侶と、付近の地元住民に

インタビューを行い、移設に当たって宗教的な問題はないとのこ

とを確認した。現時点で検討されている移転計画案は、安全確保

及び事故防止の観点から、ダム建設中に一時的に礼拝所を移設

し、ダム建設後は、コンクリートダム上の現地点より高い位置に

恒常的に移設し、アプローチ階段を設けるなど、地元住民の参拝

環境の改善を行う。 
・Vaishno Devi Mandir には事業の影響は及ばない。 
・ステークホルダー協議には礼拝所の利用者や宗教者も参加し

たが、特段、移設に反対する意見は出されなかった。 

7) 文化遺産 
・移設の方法について、WBSEDCL と改めて合意する。 

8) 苦情処理窓口 
・苦情処理委員会は、事業に特化した苦情処理メカニズム下での

最終決定を下す。同委員会は Purulia 県の District Magistrate、西

ベンガル州電力局、警察署、BDO、村民集会の代表オフィスから

なる。 

8) 苦情処理窓口 
・住民への周知体制を WBSDECL と合意する。 
 

9) 感染症 
・Purulia 発電所建設時にマラリアが流行したことため、本事業で

も Mosquito net、薬が WBSEDCL から地域住民に配布される。 

9) 感染症 
・特になし。 

10) 労働・安全 
・掘削工事に伴う爆博物の取り扱いなど、 Child Labour 
(Prohibition and Regulation) Amendment Act, 2016で18未満の子

どもが禁止されている労働内容について、18 歳未満が従事するこ

とは禁止する。 

10) 労働・安全 
・労働安全確保のため、作業員の研修や安全器具の設置について

WBSDECL と合意する。 

 
以上 



ミャンマー連邦共和国 

ティラワ経済特別区（Zone B区域フェーズ1） 
開発事業（海外投融資 融資事業）モニタリング報告 
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１．事業背景・経緯 

2 

2012年12月 日ミャンマー両国政府間でティラワ経済特別区開発のための協力覚書に署名 

2013年10月 日緬共同事業体（Myanmar Japan Thilawa Development Ltd.、MJTD）設立 

2013年11月 Zone A区域起工式 

2014年4月 JICA海外投融資による出資決定 

2015年9月 Zone A区域開所式、Zone B区域開発に係る覚書締結 

2016年10月 Zone B区域フェーズ1開発に係るJVA変更 

2017年2月 Zone B区域フェーズ1着工（2018年7月完工予定） 

2017年8月 Zone B区域フェーズ1開発に係る融資契約調印 

2018年2月 Zone B区域フェーズ2開発に係るJVA変更・着工（2019年5月完工予定） 

ティラワSEZ Zone A 開所式 ティラワSEZ Zone A メインゲート 



２．事業概要 
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• 日緬共同事業体（MJTD）が実施主体。 

• ティラワSEZ（約2,400ha)において 
Zone A区域（約405ha） 
Zone B区域フェーズ1（約101ha） 
Zone B区域フェーズ2（約77ha） 
を対象に工業団地開発・販売・運営事業を行う。 
（このうち融資対象はZone B区域フェーズ1のみ） 

• 同区域への企業進出促進を図り、もって同国の産
業基盤の強化や雇用創出など持続的な経済発展
に寄与するもの。 

事業概要 ■Zone A 

■Zone B 

Zone B フェーズ1 
事業スキーム 

ミャンマー 

政府 

ミャンマー企業 

9社 

エム・エム・エス・ティラワ事業開発 

（三菱商事・丸紅・住友商事等） 

ミャンマー側51%出資 日本側49%出資（うちJICA10%） 

                  ティワラSEZ   

工業団地 

開発等 

土地 

リース等 

入居企業 

Myanmar Japan Thilawa Development Ltd. (MJTD) 

融資 

Zone B フェーズ2 



３．建設サイトの現状（Zone Bフェーズ1） 
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４．環境社会配慮面の情報 

(1) 適用ガイドライン：国際協力機構環境社会配慮ガイドライン（2010年4月公布） 

(2) カテゴリ分類：A 

(3) 分類根拠：工業開発セクター及び影響を及ぼしやすい特性に該当するため 

(4) 主な環境社会配慮の事項： 
-施行中：大気質、水質、騒音・振動 
-用地取得及び非自発的住民移転 

(5) モニタリング結果の公開 
環境モニタリング結果：JICA公開について相手国政府等合意済 
社会モニタリング結果：JICA公開について相手国政府等の合意を得ていない 

 

※環境レビュー対象はZone B全体（262ha）であり、Zone Bフェーズ2も含まれる。 
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５．建設段階モニタリング情報（環境） 

項目 確認事項 頻度 測定箇所 

大気 NO2, SO2, CO, TSP, PM10 ３ヶ月に一回 建設サイト：１ヶ所 

水 
水温, pH, SS, DO, BOD, COD, 大腸
菌, 油分, クロム 

２ヶ月に一回 
貯水池から川への流出口：３ヶ所 
井戸：１ヶ所 

廃棄物 固形廃棄物の量及び種類 ３ヶ月に一回 建設サイト 

騒音・振動 
建設サイトの騒音及び振動レベル 
交通量計測 

３ヶ月に一回 建設サイト周辺の住居等：１ヶ所以上 

３ヶ月に一回 
（２４時間） 

事業対象地付近の道路沿いの住居等：
１ヶ所 

地盤沈下・水文 
地下水水位、地盤高、地下水利用
量 

１ヶ月に一回 建設サイト付近の井戸 

生活環境、弱者層、 
所得再配分、子供の
人権 

CSR活動の実施状況 １年に一回 事業対象地付近 

感染症リスク 
（AIDS・HIV等） 

感染症への意識 １ヶ月に一回 建設サイト 

労働上の 
健康・安全 

事故・感染症の記録 １ヶ月に一回 建設サイト 

コミュニティの 
健康と安全 

コミュニティにおける事故・感染症の
記録 

１年に一回 建設サイト周辺 

CSR活動の実施状況 １年に一回 事業対象地周辺 

(1) 環境モニタリング計画 

6 
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５．建設段階モニタリング情報（環境） 

項目 確認事項 確認結果 

大気 NO2, SO2, CO, TSP, PM10 SO2が基準値を超えている。 

水 
水温, pH, SS, DO, BOD, COD, 大腸
菌, 油分, クロム 

SS（浮遊物質）及び大腸菌が複数の観測地点で基準値を超
えている。 

廃棄物 固形廃棄物の量及び種類 問題無し 

騒音・振動 
建設サイトの騒音及び振動レベル 
交通量計測 

問題無し 

問題無し 

地盤沈下、 
水文 

地下水水位、地盤高、地下水利用量 問題無し 

生活環境、 
弱者層、 
所得再配分、子供の
人権 

CSR活動の実施状況 問題無し 

感染症リスク 
（AIDS・HIV等） 

感染症への意識 問題無し 

労働上の 
健康・安全 

事故・感染症の記録 問題無し 

コミュニティの 
健康と安全 

コミュニティにおける事故・感染症の
記録 

問題無し 

CSR活動の実施状況 問題無し 

(2) 環境モニタリング結果（2017年12月（9-11月）、詳細別添資料参照） 



別添資料 
（2017年12月モニタリングレポート） 



観測地点（水質・大気） 
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SW4 

SW9 

SW3 

SW8 

SW2 

SW7 

GW2 

AQ1 

SW ：Surface Water 
GW：Ground Water 
AQ ：Air Quality 

Zone B 
フェーズ1 

（出典：モニタリングレポート Water Quality Monitoring Report p1） 



観測地点（水質・大気） 

SW4 

SW9 

SW3 

SW8 

SW2 

SW7 

GW2 
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Zone B 
フェーズ1 

Shwe Pyauk Creek 

AQ1 

（出典：Environmental Impact Assessment for Industrial Area of Zone B p8） 
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観測地点（水質） 

（出典：モニタリングレポート Water Quality Monitoring Report p2） 



12 （出典：モニタリングレポート Environment Monitoring Form p1） 



 

13 13 （出典：モニタリングレポート Environment Monitoring Form p2） 



 

14 14 （出典：モニタリングレポート Environment Monitoring Form p3） 



 

15 15 （出典：モニタリングレポート Environment Monitoring Form p4） 



 

16 16 （出典：モニタリングレポート Environment Monitoring Form p5） 



 

17 17 （出典：モニタリングレポート Environment Monitoring Form p6） 



 

18 18 （出典：モニタリングレポート Environment Monitoring Form p7） 



 

19 19 （出典：モニタリングレポート Environment Monitoring Form p8） 



 

20 20 （出典：モニタリングレポート Environment Monitoring Form p9） 



 

21 21 （出典：モニタリングレポート Environment Monitoring Form p10） 



 

22 22 （出典：モニタリングレポート Environment Monitoring Form p11） 



 

23 23 （出典：モニタリングレポート Environment Monitoring Form p12） 



 

24 24 （出典：モニタリングレポート Environment Monitoring Form p13） 



 

25 25 （出典：モニタリングレポート Environment Monitoring Form p14） 



 

26 26 （出典：モニタリングレポート Environment Monitoring Form p15） 


	（外部印刷）第90回全体会合議事次第
	公開版【助言対応表】インドトゥルガ揚水発電
	公開版【環境レビュー方針】_インドトゥルガ揚水
	【HP掲載用】ミャンマー国ティラワSEZ開発事業ZoneBフェーズ120180508

